
 上越市酒米価格高騰対策支援補助金交付規則をここに公布する。 

  令和８年２月３日 

                    上越市長 小 菅 淳 一                 

 

上越市規則第４号 

   上越市酒米価格高騰対策支援補助金交付規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、酒造好適米（以下「酒米」という。）の価格高騰による酒造事業者の

経営に及ぼす影響を緩和するため、予算の範囲内で交付する上越市酒米価格高騰対策支援

補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

 ⑴ 法人にあっては市内に事務所又は事業所を、個人事業者にあっては市内に住所を有し、 

又は市内に事務所若しくは事業所を置くこと。 

⑵ 新潟県酒造組合に加盟し、補助金の申請をする時点において日本酒を製造しているこ 

 と。 

⑶ 市税を滞納していないこと。 

 （補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費は、酒米の購入費用（他の事業者から購入した酒米

に限る。）とし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

 ⑴ 令和７年に新潟県内で生産された酒米（以下「令和７年産酒米」という。）の玄米の

購入費用（消費税（地方消費税を含む。）、精米に係る費用及び輸送費等の手数料を除

く。）であること。 

 ⑵ ６０キログラム当たりの令和７年産酒米の単価と同品種及び同等級の令和６年に新潟

県内で生産された酒米（以下「令和６年産酒米」という。）の単価（同品種及び同等級

の令和６年産酒米の購入実績がない場合は、令和６年産酒米の単価として市長が特に認

める額をいう。）を比較したときに、価格の高騰を確認することができる酒米の購入費

用であること。 

 （補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、令和７年産酒米の購入総量（申請年度の各月の購入量の合計をいい、

単位はキログラムとする。）を６０で除して得た数（当該数に小数点以下の端数があると
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きは、当該端数を切り捨てた数）に５００円を乗じて得た額とする。 

２ 補助金の交付は、一の補助対象者において、一の年度につき１回を限度とする。 

 （交付申請等） 

第５条 補助金の申請をしようとする補助対象者は、上越市酒米価格高騰対策支援補助金交

付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 実施計画書（第２号様式） 

⑵ 令和７年産酒米及び令和６年産酒米の取引内容（６０キログラム当たりの単価及び取

引総量等をいう。）を確認することができる書類（令和６年産酒米の取引内容がない場

合にあっては、令和６年産酒米の取引単価が分かる書類） 

 ⑶ 納税状況調査承諾書 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決 

                          決定 
定したときは、上越市酒米価格高騰対策支援補助金交付  通知書（第３号様式）により 

                          却下 

通知するものとする。 

（補助金の交付条件） 

第６条 市長は、前条第２項の規定による補助金の交付の決定をする場合において、補助金

の交付の目的を達成するため必要があるときは、これに必要な条件を付することができる。 

 （概算払） 

第７条 補助金は、上越市財務規則（昭和４６年上越市規則第３５号）第８７条の規定によ

り、概算払をすることができる。この場合における概算払の額は、交付決定を受けた額を

限度とする。 

 （実績報告等） 

第８条 交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、申請年度の令和７年産酒

米の購入が完了したときは、完了した日から３０日が経過する日又は当該年度の末日のい

ずれか早い日までに、上越市酒米価格高騰対策支援補助金実績報告書（第４号様式。以下

「報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。 

 ⑴ 購入実績内訳書（第５号様式） 

 ⑵ 令和７年産酒米の取引実績（単価及び取引総量等をいう。）を確認することができる

書類 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類及び必要に応じて

行う現地調査等により、これを審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及び
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これに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、当該交付決

定者に上越市酒米価格高騰対策支援補助金交付確定通知書（第６号様式）により通知する

ものとする。 

（決定の取消し） 

第９条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

 ⑵ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合

においては、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を

定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 （その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



第１号様式（第５条関係） 

 

上越市酒米価格高騰対策支援補助金交付申請書 

 

  年  月  日 

 

 （宛先）上越市長 

 

申請者 住   所 

                     名 称 等 

                     代表者氏名 

                     電 話 番 号 

 

次のとおり補助金の交付を受けたいので申請します。 

 

交 付 申 請 額 

及 び 算 定 方 法 

                     円 

（算出方法は実施計画書（第２号様式）のとおり） 

令和７年産酒米の購入

完 了 （ 予 定 ） 

年    月    日 

            年  月  日 

添 付 書 類 

⑴ 令和７年産酒米及び令和６年産酒米の取引内容（単価及び

取引総量等）を確認することができる書類（令和６年産酒米

の取引内容がない場合にあっては、令和６年産酒米の取引単

価が分かる書類） 

⑵ 納税状況調査承諾書 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

(上越市暴力団の排除の推進に関する条例に基づく暴力団の排除のための誓約) 

⑴ 補助金を暴力団の活動に使用しません。 

 ⑵ 補助金の交付の対象となる事業により暴力団に対し利益を供与することはありません。 

 ⑶ ⑴又は⑵に反する場合は、この申請を却下され、補助金の交付の決定を取り消され、 

又は交付を受けた補助金を返還することを承諾します。 

    □ 上記について誓約します。(□にレ点を記入してください。) 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

実施計画書 

  

 補助申請額    

  

銘 柄 名     

等 級     

月
別
購
入
量
（
見
込
み
） 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

購 入 総 量  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

令 和 ７ 年 産 単 価 

（ ６ ０ ㎏ 当 た り ） 
 円  円  円  円 

令 和 ６ 年 産 単 価 

（ ６ ０ ㎏ 当 た り ） 
 円  円  円  円 

補 助 額 

（備考１のとおり） 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 備考 

１ 補助額は「購入総量／６０（小数点以下切り捨て）×５００円」で算出する。 

２ 月別購入量及び購入総量は玄米数量で記載し、白米を購入した場合は、玄米数量に 

換算して記載すること。 

３ 金額はすべて税抜額を記載する。 

 

 

 

 

 

 

円 



第３号様式（第５条関係） 

                           決定 
上越市酒米価格高騰対策支援補助金交付  通知書 

                           却下 

 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

                             上越市長 

 

     年  月  日付けで申請のあった上越市酒米価格高騰対策支援補助金の交付 

       と お り 決 定 
について、次の          したので通知します。 
       理由により申請を却下 

 

決 定 

交付決定額               円 

交 付 条 件  

却 下 理 由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第８条関係） 

 

上越市酒米価格高騰対策支援補助金実績報告書 

 

  年  月  日 

（宛先）上越市長 

                     申請者住所 

                     名 称 等 

                     代表者氏名 

                     電 話 番 号 

 

     年  月  日付け第     号で交付決定を受けた上越市酒米価格高騰対策

支援補助金に係る実績を報告します。 

 

交 付 実 績 額 

及 び 算 定 方 法 

                     円 

（算出方法は購入実績内訳書（第５号様式）のとおり） 

令 和 ７ 年 産 酒 米 

の 購 入 完 了 

年    月    日  

   年  月  日 

添 付 書 類 

⑴ 購入実績内訳書（第５号様式） 

⑵ 令和７年産酒米の取引実績（単価及び取引総量等）を確認

することができる書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第８条関係） 

 

購入実績内訳書 

  

 補助申請額    

  

銘 柄 名     

等 級     

月 

別

購

入

量 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

年  月  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

購 入 総 量  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏ 

令 和 ７ 年 産 単 価 

（ ６ ０ ㎏ 当 た り ） 
 円  円  円  円 

令 和 ６ 年 産 単 価 

（ ６ ０ ㎏ 当 た り ） 
 円  円  円  円 

補 助 額 

（備考１のとおり） 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 備考 

１ 補助額は「購入総量／６０（小数点以下切り捨て）×５００円」で算出する。 

２ 月別購入量及び購入総量は玄米数量で記載し、白米を購入した場合は、玄米数量に 

換算して記載すること。 

３ 金額はすべて税抜額を記載する。 

 

 

 

 

 

 

円 



第６号様式（第８条関係） 

 

上越市酒米価格高騰対策支援補助金交付確定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

                             上越市長 

 

     年  月  日付けで申請のあった上越市酒米価格高騰対策支援補助金の交付 

について、次のとおり確定したので通知します。 

 

補助金の交付額 

決 定 額 変 更 額 確 定 額 

円 円 円 

 


